
令和６年度 

「特許等調査・出願経費助成事業（国内出願・先行技術調査助成）」の公募（第１回）

について 

 

（公財）福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者のみなさまが、国内にお

いて特許等の出願をする際に係る費用の一部を助成することで、技術の進歩及び新事業の

早期創出を図ることを目的とする事業です。 

 

《本公募のチラシはこちら》 

 

○募集期間：令和６年５月２０日（月）から令和６年６月２８日（金）必着 

○事業期間：令和６年４月１日から令和７年２月２８日 

 

■支援内容  

先行技術調査に係る費用、またはこれに加えて特許等の出願に係る費用が対象となり

ます。 

ただし、申請前に特許等の出願に向けた先行技術調査を実施済みであり、調査結果報

告書等、調査結果の詳細が分かる資料を提出する場合には、特許等の出願に係る費用の

みの申請も可能です。 

 

■助成対象者 

福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者またはそのグループ

が、出願人となり日本国特許庁へ産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）の国内出

願を行う場合もしくは産業財産権取得、研究開発に資するための先行技術調査を行う場

合。 

 ※ 申請の対象となる出願の発明者（又は考案者、創作者）が申請企業（県外本社・事

業所含む）に所属することが要件となります。 

 ※ いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。 

 

【助成率】 

 助成対象経費の２分の１以内。 

 ※助成対象者以外の者との共有に係る特許等である場合、持分比率又は費用負担額のうち、

いずれか低い方に応じて、助成対象経費が減額となります。 

【１企業当たりの助成上限額】  

１．調査に係る経費 １５万円 

 ２．出願に係る経費 ２５万円 

  ※出願に係る経費について、複数出願で以下の条件をいずれも満たす場合には、１件あ

たり総額１００万円 

  ① 新しいアイデアやデザイン等の１つの発明に対する出願であること 

  ② 出願人の住所（本社）が福島県内であること 

 

■支援までの流れ 

(1) 申請書及び添付書類のご提出（６月２８日必着）。 

https://fukushima-techno.com/d/link2 r6-1tokkyo_chirashi.pdf


(2) 審査会の実施（８月上旬予定）：書面審査を予定しております。 

(3) 助成案件の決定・通知（８月上旬を予定）。 

(4) 採択企業により代理人へ対し、出願経費の支払。 

(5) 支払内訳が明確な領収証等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へお振込み。 

 

■提出書類 

① 特許等調査・出願経費助成事業助成金交付申請書 

   

＜申請書はこちら＞ 

     

  ＜記入例はこちら＞ 

 

   

【提出方法】 

  申請書一式を各一部、下記お申込み先へ提出してください。（６月２８日必着） 

 

 《募集案内はこちら》 

 

 《実施要領はこちら》 

 

 

■お申込み・お問合せ先 

〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内） 

公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 技術総務課 星川 

電話：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９ 

E-mail：f-tech@f-open.or.jp  

 

mailto:f-tech@f-open.or.jp
http://fukushima-techno.com/d/link3_r6-1_shinseisho.doc
https://fukushima-techno.com/d/link4_r6-1.kinyuurei.pdf
https://fukushima-techno.com/d/link5_r6-1_boshuannai.pdf
https://fukushima-techno.com/d/link6_r6-1.jisshiyouryou.pdf

